
 

議案第６７号 

 

渋谷区手数料条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年１１月２６日 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区手数料条例の一部を改正する条例 

渋谷区手数料条例（昭和３３年渋谷区条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１番号１２２の２の項中「第１３７条の１２第６項」を「第１３７条の１２

第１１項」に改め、同表番号１２２の２の２の項中「第１３７条の１２第７項」を「

第１３７条の１２第１２項」に改める。 

  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（説明） 

建築基準法施行令の改正に伴い、条例の一部を改正する必要があるので、この案を

提出する。 


